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Ⅰ．AI関連発明の審査に関する最近の取組について
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前回（第１７回）審査基準専門委員会ワーキンググループ（令和５年１２月）では、

AI関連技術に関する１０の追加事例について、御議論いただいた。

追加事例 特許要件 名称 備考
審査ハンドブック
における掲載場所

1 進歩性 カスタマーセンター用回答自動生成装置
人間が行う業務の生成AI（大規模言語モデル）を用
いた単純なシステム化に関する事例

附属書A 5. 事例37

2 進歩性
大規模言語モデルに入力するためのプロンプト用文
章生成方法

生成AI（大規模言語モデル）の適用における特徴（プロン
プト生成）に関する事例

附属書A 5. 事例38

3 進歩性
放射線画像の輝度調節に用いられる学習済みモデル
の学習方法

入力データから出力データを推定する学習済みモデ
ルの学習方法に関する事例

附属書A 5. 事例39

4 進歩性 レーザ加工装置 人間が行う業務のシステム化に関する事例 附属書A 5. 事例40

5
実施可能要件、
サポート要件

蛍光発光性化合物
AIによりある機能を持つと推定された物の発明に関する事
例（マテリアルズ・インフォマティクス）

附属書A 1. 事例52

6 サポート要件 教師データ用画像生成方法 教師データの生成に関する事例 附属書A 1. 事例53

7 サポート要件 ネジ締付品質の機械学習装置
教師データに含まれる複数種類のデータの間の入出
力関係が不明／明確である事例

附属書A 1. 事例54

8 発明該当性 教師データ及び教師データ用画像生成方法 教師データに関する事例 附属書A 3. 事例5

9 発明該当性 宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル
パラメータセットとして構成された学習済みモデルに関す
る事例

附属書B 3.2 事例2-14’

10 明確性要件
異常に対して実施すべき作業内容を出力するための
学習済みモデル

「プログラム」か否か不明である学習済みモデルに関する
事例

附属書A 1. 事例55

追加事例を公表（審査ハンドブック（日本語版・英語版））

追加事例に関する説明資料を、日本語と英語で公表

審査において活用するとともに、弁理士や業界団体向けの講演や
意見交換会、大学での講演、海外団体向けの講演や意見交換会等の場を通じて、国内外に周知

令和６年
３月１３日

１．AI関連技術に関する特許審査の事例の公表・周知について



AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関して、
調査研究を実施し、報告書を令和６年４月に公表した。

（１）最新のAIの技術水準や、発明の創作過程におけるAIの利活用の状況

 ・最新のAIの技術水準（特に生成系AI）

 ・発明の創作におけるAIの活用実態

 ・人間の関与なくAIが創作した発明の有無

（２）創作過程におけるAIの利活用の拡大により生じる特許審査実務上の課題

 ・進歩性に関する課題（進歩性を認める水準や当業者の定義等に与える影響）

 ・記載要件に関する課題（明細書における開示の程度等に与える影響）

 ・その他の課題（冒認出願等）

（３）人間の関与が小さいAIによる発明の取扱いに関する課題

 ・発明の創作における人間の関与が小さくなる場合の影響（発明者の認定等）

 ・発明者としてAIを記載した場合の取扱い

 ・AI自体に権利の主体を認めることへの要望、影響
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委員会
平嶋竜太 南山大学法学部教授（委員長）

河野英仁 河野特許事務所・所長 弁理士

高村大也 産業技術総合研究所 研究チーム長

谷口信行 中村合同特許法律事務所 パートナー弁理士 

※所属・肩書きは
令和６年３月時点

＜調査項目＞

・公開情報調査 （書籍・論文・インターネット情報等を整理、海外審決・判決１７件を分析）
・アンケート調査（国内４１者、海外８者）

・ヒアリング調査（国内１２者：学識者４名、弁護士・弁理士２名・企業関係者６名、海外５者）

・有識者委員会 （３回開催）

＜調査方法＞

２．AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究（令和５年度）
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○創作過程におけるAIの利活用の拡大により生じる特許審査実務上の課題
現段階では、進歩性判断への影響について、当業者が用いる出願時の技術常識や研究開発のた

めの通常の技術的手段等にAIが含まれることを考慮すれば、現行の考え方を維持することが適切
である。
今後、進歩性の動機付け等の実務に影響を与える可能性があるため、AI技術の進展や諸外国の

状況を引き続き注視していく必要がある。

○人間の関与が小さい、AIによる発明の取扱いに関する課題
創作過程にAIが利用された発明について、現状は発明の創作に人間の関与が一定程度必要であ

るから、発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者を発明者とする現行の発明者要件
の考え方で対応可能である。
今後人間の関与が小さくなったとしても、創作的に関与する者がいる限り、その者を発明者と

して認定すれば良い。

＜調査結果概要＞

発明の創作過程におけるAIの利活用の影響によって特許法上の保護の在り方を直ちに変更すべき
特段の事情は発見されなかった。

・マテリアルズ・インフォマティクスにより、新規材料の開発が効率化
・発明の創作過程における生成AIの利用（例：壁打ち等）は検討段階
・AIが自律的に発明を創作する事例は未確認（発明の創作に人間の関与が一定程度必要）

＜当時の状況＞

２．調査研究の結果概要



発明創作過程において用いられるAIの現状の技術水準を把握し、その上で発明保護の在り方
に関する課題や対応策を有識者の意見を踏まえて整理した。

また、将来的な技術水準を予測し、将来的な課題や対応策についても分析した。
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• 公開情報調査、海外質問票調査

• 国内ヒアリング（AI研究機関５機関、企業１０社、
法学者５名）

• 有識者委員会（４回開催）

委員会
中山一郎 北海道大学大学院法学研究科 教授(委員長)

東海林保 TMI総合法律事務所 顧問弁護士

高村大也 産業技術総合研究所 研究チーム長

谷口信行 中村合同特許法律事務所 パートナー弁理士

濱野敏彦 西村あさひ法律事務所 パートナー弁理士・弁護士

前田健 神戸大学大学院法学研究科 教授

※所属・肩書きは令和７年３月時点

* 本調査研究においては、AIを、LLM（大規模言語モデル）に加え、シミュレーションなど
演繹的な処理を伴うものも含め、情報システム全般を含むものと定義して、調査を行った。

＜調査方法＞

• 「発明」の法律上の定義について

• AI自体を「発明者」と認めるかについて

• AIの進歩による新規性・進歩性の判断基準への影響について

• AIの生成物の引例適格性について（理論的観点、実務・技術の観点）

• AIを用いて創作された発明の信頼性について

＜主なヒアリング項目＞

３．AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方に関する調査研究（令和６年度）



AIを創作・出願書類の作成等に活用した場合に明細書等に虚偽の記載が含まれる可能性があるが、

虚偽記載が含まれることに起因する懸念は従来から存在するものであるし、現状問題化していると

はいえないことから、直ちに対応が必要な問題として捉える必要性は低い。

マテリアルズ・インフォマティクス（MI）に係る発明の記載要件について、現状では実際の実験

結果の記載が要求される。将来においては、MIによる予測と実際の実験結果との差異の評価のみな

らず、実施可能要件等の趣旨に照らして慎重な検討が必要である。

（１）記載要件

（２）新規性・進歩性

AIを「当業者が用いる通常の技術的手段」に含めて進歩性を判断することに肯定的な意見が見ら

れた。

技術水準の設定について、どのAIを選択するかにより水準が異なる、出願時の技術水準の把握が

難しい等の課題がある。審査官は、単なる主観的判断にとどまらず具体的な根拠を提示し、出願人

との意思疎通等も活用し、客観性・妥当性のある審査をすることが望まれる。

ハルシネーションにより誤情報が含まれるAI生成物の引例適格性について、真偽不明な情報を引

例とすることの問題はAI生成物に特有の問題ではなく、現状の審査基準に基づき引例適格性のない

ものは排除される。

今後、必要に応じて運用の明確化やAIを活用した真偽検証支援等の審査環境の整備を検討するこ

とが考えられる。
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３．調査研究の結果概要



AIを活用した発明の保護に関する問題は、AIの活用の有無にかかわらず存在する既存の問題が助
長されるケース（記載要件、新規性・進歩性の判断等）と、AIによって新たにAI特有の問題が生じ
るケース（発明該当性、発明者適格等）が挙げられる。

特許法そのものはAIを想定して法制化されたものではないが、前者については、従来の問題と本
質的に異なるわけではなく、今後の技術進展により量的な増加が予想される。

これらの課題に対しては、引き続き、AI技術について動向を注視するとともに、必要に応じて、
ガイドラインによる明確化や審査における運用の整理・公表などを行っていくことが望まれる。

また、これらの点を踏まえた審査環境の整備、ひいてはAIによる審査支援の体制整備も今後検討
が必要となる。
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＜有識者委員会（中山一郎委員長）による検討結果＞

発明者として認められるほど自然人が創作に関与していないような、AIの生成物は、現行法

上、特許法の保護対象ではない。

（３）AIの生成物は「発明」に該当するか

現行法上の解釈では、AIは権利義務の主体ではないため、特許を受ける権利を有しない。

AIを利用して創作した場合の発明者の認定基準に関して、発明の技術的特徴部分への自然人

の創作的な関与が小さくなる可能性を踏まえ、実務上の運用については、実例を収集し、対応

を検討していくことが考えられる。

（４）発明者適格

３．調査研究の結果概要・検討結果



４．特許制度小委員会での検討
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• 上記のとおり、本論点については特許制度小委員会において議論を行っている。

• 審査基準専門委員会ＷＧでは、特許制度小委員会の議論を注視しつつ、今後、もし特許制度小委
員会の議論を経て本ＷＧで議論すべき事項が出てきた場合には、必要な議論を行うこととしたい。

令和7年6月4日 第54回 特許制度小委員会 資料1 スライドp.3



Ⅱ．審査基準・審査ハンドブック等の改訂・公表等について
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１．手続のデジタル化に伴う審査基準の改訂
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不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和５年６月１４日法律第５１号）により、全ての申請
書類について、原則として電子申請が可能（令和６年１月１日施行）

＜改訂内容＞

改訂項目 主な改訂内容

第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第2章 新規事項を追加する補正

5. 留意事項
令和５年法改正の施行に伴い、「優先権証明書」を「優先権
証明書類等」に修正

第Ⅴ部 優先権

第1章 パリ条約による優先権
5.1 パリ条約による優先権の主張
を伴う出願の分割又は変更

優先権を証明する書面又は書類が電磁的方法により提供され
たものを含むことを付記。

第Ⅵ部 特殊な出願

第4章 先願参照出願(特許法第38条の3)
2.1.4 先願参照出願において提
出しなければならない書類

令和５年法改正の施行に伴い、「優先権証明書」を「優先権
証明書類等」に、「認証謄本」を「認証謄本等」に修正

3.1 具体的な判断手順
令和５年法改正の施行に伴い、「優先権証明書」を「優先権
証明書類等」に、「認証謄本」を「認証謄本等」に修正

審査基準における改正条文の引用箇所等についての形式的な修正
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障推進法）
により特許出願非公開制度の運用開始（令和６年５月１日施行）

＜改訂内容＞

・審査において、保全指定がされる可能性がある出願及び保全指定中の出願については、特許査定・
拒絶査定を行わない旨を追記
・経済安全保障推進法の規定による効果について明記（同法で規定されているもの以上に新たな指
針・運用を定めるものではない）

経済安全保障推進法の規定に合わせる審査基準の改訂

改訂項目 主な改訂内容

第Ⅰ部 審査総論
第2章 審査の手順

第5節 査定 4.留意事項
令和6年5月1日の経済安全保障推進法の施行に伴い、経済安全保障推進
法に基づく保全指定がされる可能性がある出願及び保全指定中の出願は、
特許査定及び拒絶査定を行わない旨を追記

第Ⅴ部 優先権
第2章 国内優先権

2.4 国内優先権の主張の効果 令和6年5月1日の経済安全保障推進法の施行に伴い、国内優先権の主張
の基礎とされた先の出願又は国内優先権の主張を伴う後の出願に関する
経済安全保障推進法の規定に基づく効果について追記

5.2 国内優先権の主張の基礎とされた出願の
取下げ

第Ⅸ部 特許権の存続期間の延長
第1章 期間補償のための特許権の存続期間の延長
(特許法第67条第2項)

3.1.2 その延長を求める期間がその特許権の
存続期間に係る延長可能期間を超えていると
き(第67条の3第1項第2号)

第67条第3項各号に掲げる期間（延長可能期間の算出において控除され
る期間）について、経済安全保障推進法第82条4項において読み替えて
保全指定によって生じた期間が追加される旨を追記

２．特許出願非公開制度の運用開始に伴う審査基準等の改訂
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• 情報提供の手引【特許編】：情報提供制度・手続の詳細を掲載したユーザー向けマニュアル

➢ 「刊行物等提出書」（【提出の理由】欄など）の記載例

➢ オンライン（電子出願ソフト）を利用した情報提供の手続

• 情報提供 虎の巻：情報提供に関する厳選したポイントを掲載した要点集

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html

特許出願に対する情報提供制度の活用を図るため、令和７年２月に以下を公表した。

３．「情報提供の手引【特許編】」「虎の巻」の公表
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• 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き

• 発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集

「証明する書面」における記載の整理を行い、実情に合わせた事例を追加

（ⅰ）メールマガジンなどの電子メールの取扱いについて

メールマガジンについては、メールの件名等を記載することで、一般的な電子メールと同様に個々の送
信先の記載は不要と整理

（ⅱ）地域を特定した一斉販売の記載について

全国一斉販売、九州限定販売など、「地域を特定した一斉販売」という１つの行為とみなせる公開行為
について記載をする場合には、各店舗名の記載は不要であると整理

（ⅲ）新規性を喪失しない商談について

特定少数の者で行われる商談で説明を行った場合には、その説明により発明が公然知られたものとは認
められないため、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受ける必要はない旨を追記

＜改訂の概要＞

令和６年８月、以下の改訂を行った。

４．発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き等の改訂
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• 特許・実用新案審査ハンドブック

➢ WIPO標準ST.14に準拠するように引用文献の記載要領を変更

➢ 外国語書面出願・外国語特許出願の翻訳文が逐語訳でなくてもよいことを説明する項目を新設

➢ 「公用文作成の考え方」を参考情報として追加

➢ 2005年3月31日以前の出願（出願日から20年を経過したもの）にのみ関連する項目の削除

➢ その他、現在の運用に合わせた記載の修正等

令和７年５月、利便性向上のため、古い記載やWIPO標準に整合していない記載の修正など、

以下の改訂を行った。

• PCT国際調査及び予備審査ハンドブック

➢ WIPO標準ST.14の規定に整合するように引用文献の記載要領を変更

５．審査ハンドブック・ＰＣＴハンドブックの改訂
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• 令和７年６月、審査基準の閲覧性と検索性を改善するため、HTML版（β版）を公開

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ht/index.html

６．審査基準HTML版の公表
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• 令和７年４月、 「『除くクレーム』とする補正について」を特許庁ホームページに掲載

➢ 「除くクレーム」とする補正がなされた場合の進歩性、新規事項の追加、明確性の考え方等

• 掲載の背景や内容の詳細については、以降の議題にて御説明予定
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